
参考資料 

個人情報に該当する場合に必要な条例上の取扱いの留意点について 

 

 

各教育委員会におかれては、全国学力・学習状況調査の調査結果について、

以下の事項に御留意の上、適切に取り扱ってください。 

 

（１）文部科学省から提供される調査結果の取扱い 

文部科学省から提供される調査結果に個人情報となる情報が含まれている

可能性を勘案し、個人情報保護に関する条例等に基づき適切に取り扱うこと。 

 

（２）調査結果を公表する際の取扱い 

調査結果の公表に当たっては、公表される調査結果等に個人情報となる情報

が含まれている可能性を勘案し、個人情報保護に関する条例等に基づき適切に

取り扱うこと。 

 

（３）過去の調査結果の取扱い 

平成２８年度以前の調査結果についても、個人情報となる情報が含まれてい

る可能性を勘案し、個人情報保護に関する条例等に基づき適切に取り扱うこと。 

 

 

平成２９年度調査結果について、文部科学省及び当該学校を設置管理する

教育委員会を管轄する都道府県教育委員会に対しては、集計して統計数値

化したり、学校名（及び設置管理者名）を匿名化したりするなどして、行

政機関の保有する個人情報の保護に関する法律における個人情報が含ま

れない状態として送付する予定。 

 


